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第４５７回小野市議会定例会提出議案の概要について 

 

議案第１号 
専決処分の承認を求めることについて 

（令和７年度小野市一般会計補正予算（第６号）） 

 令和８年２月８日の衆議院議員選挙に係るもの 

補 正 額     ３５，０００千円 追加 

補正後総額 ２４，５０１，０００千円 

 

議案第２号 令和８年度小野市一般会計予算 

 令和８年度 ２４，２４０，０００千円（対前年度比 ２．７％増） 

 

議案第３号 令和８年度小野市国民健康保険特別会計予算 

 令和８年度 ４，９８０，０００千円（対前年度比 １．２％増） 

 

議案第４号 令和８年度小野市介護保険特別会計予算 

 令和８年度 ４，８９０，０００千円（対前年度比 ２．１％増） 

 

議案第５号 令和８年度小野市後期高齢者医療特別会計予算 

 令和８年度 ９８０，０００千円（対前年度比 １４．０％増） 

 

議案第６号 令和８年度小野市都市開発事業会計予算 

 令和８年度 １３，３００千円（対前年度比 １８．２％減） 

 

議案第７号 令和８年度小野市水道事業会計予算 

 令和８年度 ２，５４４，０００千円（対前年度比 ９．７％増） 
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議案第８号 令和８年度小野市下水道事業会計予算 

 令和８年度 ３，２４５，０００千円（対前年度比 △２．５％増） 

 

議案第９号 令和７年度小野市一般会計補正予算（第７号） 

 ふるさと納税の増加に伴う返礼品等の経費や、河合中学校大規模改修事業など
国庫補助金を活用して前倒し実施するための事業費を補正するほか、決算見込み
による不用額などを補正しようとするもの。 

補 正 額    ４２７，０００千円 追加 

       補正後総額 ２４，９２８，０００千円 

 

議案第１０号 令和７年度小野市水道事業会計補正予算（第３号） 

収益的収入 補 正 額     ５５，０００千円 追加 

         補正後総額  １，５６８，０００千円 

   収益的支出 補 正 額    △７５，０００千円 減額 

         補正後総額  １，３８２，１００千円 

   資本的収入 補 正 額    △１２，０００千円 減額 

         補正後総額    ３３８，０００千円 

資本的支出 補 正 額   △１０１, ０００千円 減額 

         補正後総額    ７６５，７００千円     

 

議案第１１号 令和７年度小野市下水道事業会計補正予算（第３号） 

収益的収入 補 正 額     △８，３００千円 減額 

         補正後総額  １，７５３，７００千円 

   収益的支出 補 正 額    △９０，０００千円 減額 

         補正後総額  １，６７０，４００千円 

   資本的収入 補 正 額    △９９，０００千円 減額 

         補正後総額    ９０９，０００千円 

資本的支出 補 正 額     △７６, ９００千円 減額 

         補正後総額  １，４９５，６００千円     

 

議案第１２号 
小野市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について 

 児童福祉法に基づき、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制度）を実施する

施設を市が認可するにあたり、乳児等の適切な対応や設備、職員配置等について

国の基準と同等に定めようとするもの。       ［令和８年４月１日施行］ 
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議案第１３号 
小野市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条

例の制定について 

 こども・子育て支援法に基づき、乳児等通園支援事業（こども誰でも通園制

度）を実施する事業者に対し、市が給付費を支給する「特定乳児等通園支援事

業」について、具体的な運営に関する基準を国の基準と同等に定めようとするも

の。                       [令和８年４月１日施行] 

 

議案第１４号 

一般職の職員の給与に関する条例及び小野市会計年度任用職員

の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定

について 

人事院勧告に基づく、一般職の職員の給与に関する法律等の改正に準じ、駐車

場等に係る料金に相当する額（月額５，０００円上限）を支給する等、通勤手当

の改定を行おうとするもの。また、法令に合わせた規定内容に整理しようとする

もの。                              [令和８年４月１日施行] 

 

議案第１５号 
小野市議会議員及び小野市長の選挙における選挙公報の発行に

関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 市議会議員選挙及び市長選挙における選挙公報の配布方法について、迅速に配

布できるよう公職選挙法に準じて新聞折込等も可能としようとするもの。 

                               [公布の日から施行] 

 

議案第１６号 

小野市議会議員及び小野市長の選挙における選挙運動用自動車

の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 公職選挙法施行令の改正に合わせ、市議会議員選挙及び市長選挙における選挙

運動用ポスター及びビラの作成費用について、公費負担する限度額を改定しよう

とするもの。                     [公布の日から施行] 
 

 改正前 改正後 

ビラ作成単価 ７円７３銭 ８円３８銭 

ポスタ―作成単価 ５４１円３１銭 ５８６円８８銭 
 

 

議案第１７号 
小野市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 子ども・子育て支援法の改正により、子育て支援の拡充のため医療保険料と合

わせて負担する子ども・子育て支援納付金制度が導入されたため、国民健康保険

税に新たな区分を追加しようとするもの。また、課税額（医療分）の基準単価を

改定しようとするもの。              [令和８年４月１日施行] 
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議案第１８号 小野市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について 

 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の規定に基づく標準準拠シス

テムへの移行に伴い、印鑑登録原票を紙管理からデータ管理に変更し、マイナン

バーカードで印鑑登録証明書の発行を申請する際には暗証番号を入力することで

本人確認を行うことを明記しようとするもの。また、法改正による引用部分の号

ずれを整理しようとするもの。             [公布の日から施行] 

 

議案第１９号 
小野市上水道給水条例及び小野市下水道条例の一部を改正する

条例の制定について 

大規模な災害時においては、市が指定した業者のみでは復旧工事が迅速に進ま

ないおそれがあることから、災害等の非常時には、適切かつ円滑に復旧できるよ

う他の市町村等が指定した業者でも給排水設備工事を行えるようにしようとする

もの。                      [令和８年４月１日施行] 

 

議案第２０号 
小野市農業集落等排水処理施設管理条例及び小野市下水道事業

の設置等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 下水道事業計画において農業集落排水事業区域を公共下水道事業区域へ編入し

たことに伴い、計画区域面積及び計画処理人口を変更しようとするもの。 

また、公共下水道へ接続した長尾日吉地区農業集落排水処理施設を廃止しよう

とするもの。                   [令和８年４月１日施行] 

 

議案第２１号 小野市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

 近年、従来の屋内浴室等のサウナ室のサウナ設備とは異なり、屋外のテント等

のサウナ室に設置される簡易なサウナ設備が増加していることから国が火気設備

等の基準を見直したことに伴い、サウナ設備等に関する規定を国の基準に準じ、

改正しようとするもの。             [令和８年３月３１日施行] 

 

議案第２２号 

小野市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例及

び小野市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

 消防団の機能低下による防災・減災力の低下を防ぐため、これまで活躍してき

た元消防団員を対象に、主に災害時のみ出動する機能別消防団員制度を導入しよ

うとするもの。                  [令和８年４月１日施行] 
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議案第２３号 
小野市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の制

定について 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に準じ、消防団員

等に対する損害補償に係る補償基礎額及び扶養に係る補償基礎額の加算額につい

て改定しようとするもの。             [令和８年４月１日施行] 

 

議案第２４号 
小野市立市民研修センターの設置及び管理に関する条例の一部

を改正する条例の制定について 

 市民研修センターにおける宿泊研修機能について、施設の老朽化及びコロナ禍

以降の利用者の減少に鑑み、宿泊機能を廃止しようとするもの。 

 [令和８年４月１日施行] 

 

議案第２５号 児童生徒学習用コンピュータ機器等の取得について 

取得する財産  児童生徒学習用コンピュータ機器等 

           （ＣｈｒｏｍｅＯＳ端末 ３，５７０台） 

取得金額    １億９，５５６万４，６００円 

契約の相手方  尼崎市下坂部３丁目４番３０号 

          エクシオグループ㈱兵庫総合センタ内 

日本電通株式会社 神戸支店 

 支店長 辻 田 康 秀 

 

議案第２６号 小野市道路線の認定について 

・市道１３１号線[樫山町] 

Ｌ＝１６１１．００ｍ  Ｗ＝８．５～２４．０ｍ 

東播磨道建設に伴い、県から市へ移管される主要地方道加古川小野線の 

一部（万歳橋南交差点～三木市境）の新規認定を行うもの。 

・市道１３２号線[市場町] 

 Ｌ＝８２８．００ｍ  Ｗ＝１６．０～３０.０ｍ 

東播磨道建設に伴い、県から市へ移管される主要地方道三木宍粟線の一部 

（市場東交差点～市場交差点）の新規認定を行うもの。 

・市道４４６２号線[市場町] 

Ｌ＝５２２．６４ｍ  Ｗ＝４．０ｍ 

・市道４４６３号線[池尻町] 

Ｌ＝２０５１．２０ｍ  Ｗ＝４．０ｍ 

・市道４４６４号線[池尻町] 

   Ｌ＝５９７．６１ｍ  Ｗ＝４．０ｍ 

・市道４４６５号線[樫山町] 
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   Ｌ＝８２７．８１ｍ  Ｗ＝４．０ｍ 

・市道４４６６号線[樫山町] 

 Ｌ＝４１５．１０ｍ  Ｗ＝４．０ｍ 

・市道４４６７号線[樫山町] 

   Ｌ＝２０５．００ｍ  Ｗ＝２．５ｍ 

   東播磨道建設に伴い、県から市へ移管される側道等の新規認定を行うも 

の。 

 

議案第２７号 小野市道路線の変更及び廃止について 

・市道４３４９号線[池尻町]（変更） 

Ｌ＝９４０．０３ｍ  Ｗ＝３．０～６．５ｍ 

東播磨道建設に伴う、国道１７５号の６車線化工事による道路の形状変更 

及び一部区間が国道区域に編入されたため路線の起点及び終点の位置の 

変更認定を行うもの。（４０８．８２ｍ短縮） 

・市道４３５１号線[池尻町]（廃止） 

 Ｌ＝４０．８５ｍ  Ｗ＝４．２９ｍ 

国道１７５号の６車線化のため池尻跨道橋を撤去したことにより路線の 

廃止の認定を行うもの。 

 


